
別添１ 
低年齢児保育促進事業実施要綱 

 
（趣旨） 
第１ 低年齢児の受入れに積極的に取り組む保育所等において、低年齢児の心身発達の

特性に応じた保育を安定的に実施できるよう、担当する保育士等を確保し、低年齢児

の受入れの促進を図ることを目的とする。 
 
（実施主体） 
第２ 本事業の実施主体は、市町村（政令指定都市及び中核市を除く。以下同じ。）とす

る。 
 
（事業の内容） 
第３ 
 １ 一歳児担当保育士雇用費 

 保育所等において、児童福祉法施行条例（平成２４年埼玉県条例第６８号。以下、

「条例」という。）に規定する保育士等配置基準のうち、一歳児担当保育士等につい

て、子ども・子育て支援法第１９条１項第３号認定（以下、「３号認定」という。）の

一歳児４人につき１人の割合で配置し、一歳児入所の需要等に対応すること。 
 なお、本事業は、昭和５８年１月２１日埼玉県児童福祉審議会答申「埼玉県におけ

る今後の保育行政の在り方について」に基づき、３号認定の一歳児４人に対し保育士

等１人を配置することにより、一歳児の心身発達の特性に応じた保育の実施を図るも

のである。 
 ２ 乳児途中入所促進事業 
   前年度３月１日現在に比して当該年度当初(４～６月) の各月初日の３号認定の乳

児が減少する保育所等において、年度当初にあらかじめ乳児担当保育士等を確保し、

年度途中入所の需要等に対応すること。 
 
（事業の実施手続） 
第４ 
１ 市町村の長は、毎年度、事業を実施するに当たっては、実施保育所等について知事

に十分協議を行うものとすること｡ 
２ この実施要綱の要件に適合する保育所等である旨の必要な書類を整備しておくこ

と。 
 
（費用） 
第５ 
１ 市町村は、本事業を実施するために必要な経費を実施保育所等に支弁すること。 
２ 市町村が実施する事業に対して、県は別に定めるところにより補助するものとする。 

 
（留意事項） 
第６ 第３の２の事業を行うに当たっては、当該保育所等の４～６月の各月初日の乳児

担当保育士等数が条例に規定する保育士等数に足りているものであること。 


